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通報装置本体

ペンダント型
送信機

熱センサー

あんしん通報
システムの
イメージ

煙センサー

♥各区役所「高齢者・障害者相談」コーナー

＊消防局予防課☎582・3836

　あんしん通報システムとは、火災や急病などの緊急事態をより早く発見・通報
する在宅サービスで、自宅に「熱センサー」「煙センサー」「緊急通報装置」など
を設置します。システムの利用には、固定電話回線が必要です。

火災 煙や熱をセンサーが感知し、居住者に音で知らせる
　　　と同時に、自動でコールセンターに通報します。
救急　通報装置の「緊急」ボタンや付属のペンダント型
　　　送信機を押すだけで通報できます（応答がない場合
　　　にも出動します）。

●おおむね65歳以上の高齢者だけの世帯の人で、健康上特に注意が
必要な人。

●緊急事態を自力で回避することができないと認められる、次のいずれ
かの人。

・重度の身体障害がある人（障害程度１・２級の人）だけの世帯の人
・重度の身体障害がある人で高齢者か身体障害がある人だけの世帯の人
　

※定期回線点検（48時間に1回）や緊急通報時などに発生する
　通話料金は、利用者の負担です。

　通報を受けた後、消防隊・救急隊や民間警備員がすぐに
駆け付けます。

　警備員が駆け付けた際、事前にお預かりした鍵を使用
して対応します（サービスの利用は任意）。

　通報装置の「相談」ボタンを押せば、医療・福祉の専門
スタッフが24時間365日いつでも応対します。相談と通話
の料金は無料です。

あんしん通報システムの４つの安心

利用要件

あんしん通報システムのご利用を

利用者宅で
使用する機器
（各1台ずつ）

☎321・4800

☎582・3430

☎952・4800

☎751・4800

門 　 司

小 倉 北

小 倉 南

若 　 松

☎671・4800

☎645・4800　

☎881・4800

八 幡 東

八 幡 西

戸 　 畑

　

＜使用するワクチン＞

北九州市の新型コロナワクチン情報
７月27日時点の情報です。
最新の情報は市のホームページ
などでご確認ください。

「令和５年秋開始接種」が始まります
　初回接種（１・２回目接種）を終了した５歳以上の人で、「前回の接種
日から３カ月以上」経過した人を対象に、9月から実施します。詳細は、
決まり次第、市政だよりや市のホームページなどでお知らせします。

　コロナワクチンコールセンター　
0120・489・199 0120・489・500

乳幼児・小児専用コールセンター

■受付時間:9~17時 　　 383・0820※聴覚障害のある人は 　

市ホームページ
「新型コロナウイルス
ワクチン接種に関する
総合案内ページ」▶

　９月からの接種では、国内外の流行状況やワクチンの開発状況を踏
まえて、よりオミクロン株 XBB.1系統の株に対応したワクチンを使用
する予定です。従来のワクチンに比べて、発症や重症化を予防する効果
の向上が期待されています。

♥重点支援給付金コールセンター
　　　　0120・034・553
　　受付時間：月～金曜日
(祝・休日は除く)の9～17時　　

▲市ホームページ
　「電力・ガス・食料品等
　価格高騰重点支援
　給付金」
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生活保護受給世帯や生計の中心者が
市民税非課税者の世帯　　

上記以外の人　　

無　料

月額1705円

❹普段の相談体制

❸ 鍵の預かりサービス

❷ 事前登録で迅速な対応

❶ 緊急事態の早期発見・通報

利用料金　


